
占
領
下
に
お
け
る
憲
法
九
条
の
成
立

　
　
　
　
　
　
「
降
伏
」
と
検
閲
を
中
心
に

加
　
藤

秀
治
郎

　
本
稿
で
は
、
政
治
学
な
ど
幅
広
い
視
角
か
ら
、
憲
法
九
条
の
間
題
を
論
じ
て
い
く
。
九
条
論
で
は
解
釈
学
を
主
と
す
る
法
律
学
的

議
論
が
あ
ま
り
に
も
支
配
的
だ
が
、
九
条
の
検
討
に
は
憲
法
解
釈
学
の
他
に
、
政
治
学
、
国
際
法
学
、
法
哲
学
、
政
治
史
な
ど
幅
広

い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
制
定
過
程
を
詳
し
く
論
じ
る
。
ま
た
降
伏
の
法
的
性
質
と
G
H
Q

の
検
閲
の
影
響
に
重
点
を
お
く
。

　
　
　
第
一
節
　
九
条
の
制
定
過
程
と
解
釈
の
問
題

　
憲
法
九
条
は
成
立
経
緯
と
の
関
連
で
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
第
一
の
主
張
だ
が
、
そ
れ
は
G
H
Q
草

案
の
作
成
過
程
と
、
帝
国
議
会
で
の
修
正
と
関
連
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
ウ
　
　
イ
　
　
ン
　
　
ク

　
ア
メ
リ
カ
の
本
国
政
府
が
新
憲
法
の
包
括
的
指
針
を
示
し
た
文
書
は
、
一
九
四
六
年
一
月
七
日
の
S
W
I
N
C
C
二
二
八
「
日
本
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占
領
下
に
お
け
る
憲
法
九
条
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
八

　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

の
統
治
体
制
の
改
革
」
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
戦
争
放
棄
条
項
の
よ
う
な
も
の
へ
の
言
及
は
ど
こ
に
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

戦
争
放
棄
は
米
本
国
の
指
令
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
G
H
Q
か
日
本
側
で
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い

る
記
録
文
書
で
は
、
最
初
に
出
て
く
る
の
は
一
九
四
六
年
二
月
三
日
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

　
そ
の
第
二
項
目
に
あ
る
戦
争
放
棄
へ
の
言
及
は
、
実
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ロ
ッ
グ
”
ブ
リ
ア
ン
の
不
戦
条
約
の
よ
う

に
、
侵
略
戦
争
だ
け
を
禁
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
自
己
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
さ
え
も
、
戦
争
を
放
棄
」
す
る

と
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
は
、
廃
止
す
る
。
日
本
は
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
、
さ
ら
に
自
己
の
安
全
を
保
持

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
も
、
放
棄
す
る
。
日
本
は
、
そ
の
防
衛
と
保
護
を
、
今
や
世
界
を
う
ご
か
し
つ
つ
あ
る
崇
高
な

理
想
に
委
ね
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
日
本
が
陸
海
空
軍
を
も
つ
権
能
は
、
将
来
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
交
戦
権
が
日
本
軍
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
」

　
そ
こ
に
は
防
衛
戦
争
も
不
可
と
す
る
意
思
が
、
疑
い
よ
う
も
な
く
明
確
に
出
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
G
R
Q
草
案
と
し
て
ま
と
ま

っ
た
も
の
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
と
重
大
な
点
で
違
っ
て
い
る
。
「
自
己
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
を

も
」
放
棄
す
る
と
い
う
部
分
が
削
除
さ
れ
、
現
在
の
条
文
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
削
除
し
た
の
は
部
下
の
ケ
ー
デ

ィ
ス
だ
と
い
う
の
が
定
説
だ
が
、
彼
は
い
ろ
い
ろ
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
削
除
し
た
の
は
自
衛
の
権
利
ま
で
も
否
定
す
る
の
は
「
現

　
　
　
　
　
　
（
3
）

実
離
れ
し
て
い
る
」
と
い
う
判
断
か
ら
だ
っ
た
と
答
え
て
い
る
。
第
九
条
は
、
こ
の
段
階
で
事
実
上
、
自
然
権
と
し
て
の
自
衛
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

利
を
認
め
る
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
国
際
社
会
で
の
防
衛
は
、
国
内
で
言
う
正
当
防
衛
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
法
律
で
否
定
し
て
も
否
定
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

自
衛
の
権
利
は
自
然
権
だ
と
い
う
法
哲
学
の
議
論
は
、
そ
の
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
結
局
、
修
正
を
認
め
、

削
除
に
応
じ
て
、
G
H
Q
草
案
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
「
自
衛
戦
争
は
可
」
と
い
う
解
釈
が
自
然
だ
と
考

え
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
で
決
定
的
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
芦
田
修
正
」
が
そ
れ
で
、
こ
れ
が
解
釈
の
第
二
の
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
。
修
正
の
時
に
芦
田
本
人
が
何
を
考
え
て
い
た
か
は
、
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
り
、
政
治
史
的
に
は
興
味
深
い
テ
ー
マ
だ
が
、

以
下
の
主
張
は
芦
田
本
人
の
意
図
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
成
り
立
つ
主
張
で
あ
る
。

　
芦
田
の
修
正
の
動
き
に
ふ
れ
て
反
応
を
見
せ
た
の
は
、
極
東
委
員
会
で
あ
る
。
憲
法
制
定
に
は
米
国
以
外
に
も
他
の
連
合
国
が
、

極
東
委
員
会
を
通
じ
て
関
与
し
て
い
た
の
だ
が
、
同
委
員
会
の
中
に
は
、
こ
の
修
正
で
将
来
日
本
が
自
衛
の
た
め
の
戦
力
を
も
て
る

可
能
性
が
う
ま
れ
る
と
の
判
断
が
生
じ
た
。
そ
の
上
で
極
東
委
員
会
は
、
芦
田
修
正
を
受
け
て
「
文
民
条
項
」
を
要
求
し
て
い
る
。

文
民
条
項
は
芦
田
修
正
の
以
前
の
段
階
で
一
度
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
は
、
日
本
は
軍
隊
が
持
て
な
い
の
で
、
必
要
な
し
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
い
っ
た
ん
収
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
時
の
二
度
目
の
要
求
は
強
硬
で
、
そ
れ
に
応
じ
て
文
民
条
項
が
導
入

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
芦
田
修
正
が
本
人
の
意
図
と
は
無
関
係
に
、
効
果
を
持
つ
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
九
条
解
釈
で

決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
修
正
さ
れ
た
条
文
か
ら
は
、
日
本
が
将
来
、
自
衛
の
た
め
の
戦
力
を
持
ち
う
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
極
東
委
員
会
が
、
戦
前
の
陸
相
・
海
相
現
役
武
官
制
の
よ
う
な
こ
と
を
封
じ
よ
う
と
い
う
意
図
か
ら
、
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占
領
下
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お
け
る
憲
法
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二
七
〇

文
民
条
項
を
要
求
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
文
民
条
項
は
、
西
修
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
将
来
、
軍
が
政
治
へ
の
影
響
力
を
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ぼ
さ
な
い
よ
う
、
「
歯
止
め
」
と
し
て
導
入
さ
せ
た
条
項
な
の
で
あ
る
。

　
古
関
彰
一
氏
は
、
制
憲
過
程
の
詳
細
な
研
究
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
こ
の
点
だ
け
は
別
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
文
民
条
項
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

再
軍
備
禁
止
の
「
ダ
メ
押
し
」
が
な
さ
れ
た
、
と
の
解
釈
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
右
の
事
情
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
成
り
立
た
な
い
と
思

う
。
再
軍
備
そ
の
も
の
を
禁
止
し
た
い
の
な
ら
、
G
H
Q
や
極
東
委
員
会
は
も
っ
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
で
き
る
の
だ
か
ら
、
修
正
を
認

め
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
何
か
条
項
を
要
求
す
る
と
す
れ
ば
、
文
民
条
項
の
よ
う
な
中
途
半
端
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ

こ
そ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
i
・
ノ
ー
ト
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
よ
う
な
明
確
な
非
武
装
条
項
を
要
求
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

　
右
の
二
点
か
ら
し
て
、
私
は
九
条
に
は
解
釈
変
更
の
余
地
が
大
き
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
九
条
は
侵
略
戦
争
を
禁
じ
て
い
る

だ
け
と
解
釈
す
る
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
を
「
変
更
」
す
る
と
い
う
と
、
恣
意
的
な
拡
大
解
釈
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
つ
き
ま
と
う
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
な
ら
ば
、
佐
瀬
昌
盛
氏
の
言
う
よ
う
に
、
解
釈
の
「
是
正
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。

第
一
一
節
　
占
領
下
の
憲
法
制
定

　
本
稿
の
第
二
の
論
点
は
、
わ
が
国
の
降
伏
が
い
か
な
る
法
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
制
定
当
時
は
、

憲
法
制
定
に
お
い
て
G
H
Q
に
多
少
強
引
な
動
き
が
あ
っ
て
も
、
わ
が
国
が
「
無
条
件
降
伏
」
を
し
た
以
上
、
や
む
を
え
な
い
と
、

国
民
の
多
く
が
無
力
感
に
陥
っ
て
い
た
が
、
こ
の
事
情
は
無
視
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
見
で
は
、
国
際
法
上
、
日
本
は
一
九
四
五
年
九
月
二
日
の
降
伏
文
書
調
印
で
、
無
条
件
降
伏
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
途
中
か



ら
ア
メ
リ
カ
側
の
都
合
で
一
方
的
に
無
条
件
降
伏
の
扱
い
に
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
後
述
の
よ
う
に
検
閲
で
言
論
が
取
り
締
ま
ら
れ
、
教
育
・
宣
伝
に
よ
り
「
無
条
件
降
伏
」
と
の
認
識
が
一
般
化
し
た

上
に
、
日
本
政
府
側
が
こ
の
件
に
つ
い
て
、
明
確
に
異
を
唱
え
な
い
で
き
た
た
め
、
「
無
条
件
降
伏
」
が
通
念
と
な
っ
て
い
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
人
々
が
「
無
条
件
降
伏
」
と
「
誤
解
」
し
や
す
い
事
情
も
あ
っ
た
。
連
合
国
が
枢
軸
諸
国
に
対
し
て
カ
イ
ロ
宣
言
な
ど
で

そ
れ
を
要
求
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
江
藤
淳
氏
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
日
本
国
の
無
条
件
降
伏
を
求
め
た
」
カ
イ
ロ

宣
言
と
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
間
に
は
「
著
し
い
相
違
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
カ
イ
ロ
宣
言
は
、
一
九
四
三
年
十
一
月
二
十
七
日
に
米
英
中
首
脳
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
う
い
う
文
章
で
終
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
た
ら

い
る
。
「
右
ノ
目
的
ヲ
以
テ
右
三
同
盟
国
ハ
同
盟
諸
国
中
日
本
国
ト
交
戦
中
ナ
ル
諸
国
ト
協
調
シ
、
日
本
国
ノ
無
条
件
降
伏
ヲ
齎
ス

ニ
必
要
ナ
ル
重
大
且
長
期
ノ
行
動
ヲ
続
行
ス
ヘ
シ
」
（
訳
文
は
『
日
本
外
交
年
表
拉
主
要
文
書
』
）
。
こ
こ
に
は
、
「
日
本
国
ノ
無
条
件

降
伏
」
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
一
九
四
五
年
七
月
二
十
六
日
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
で
は
、
第
十
三
項
に
「
全
日
本
国
軍
隊
ノ
無
条
件
降
伏
」
と
い

う
文
字
し
か
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
「
わ
れ
ら
の
条
件
は
左
の
ご
と
し
」
と
第
五
項
で
述
べ
、
以
下
、
八
力
条

に
わ
た
っ
て
降
伏
条
件
を
明
示
し
た
文
書
な
の
で
あ
る
。
九
月
二
日
の
降
伏
文
書
も
同
じ
内
容
で
あ
り
、
双
方
を
拘
束
す
る
外
交
文

書
と
し
て
は
、
こ
れ
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
イ
ロ
宣
言
か
ら
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
ま
で
の
間
に
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
は
、

「
相
当
抜
本
的
な
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
（
江
藤
）
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
、
そ
の
こ
と
に
あ

　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一



　
　
　
　
占
領
下
に
お
け
る
憲
法
九
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七
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ま
り
注
意
が
向
け
ら
れ
な
い
ま
ま
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
裏
づ
け
る
資
料
と
し
て
、
江
藤
氏
が
言
及
し
て
い
る
の
が
、
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
外
交
関
係
文
書
二
九
四
五
年
・
ベ
ル
リ

ン
会
議
』
（
肉
ミ
鳴
暗
§
肉
魁
§
§
の
黛
臥
書
q
ミ
鷺
駄
の
騨
鷺
勲
§
鳴
9
暮
N
§
R
母
b
u
ミ
N
き
図
逡
q
）
の
中
の
第
一
二
五
四
号
文

書
で
あ
る
。
そ
の
文
書
は
、
「
国
務
省
覚
書
二
九
四
五
年
七
月
二
十
六
日
の
宣
言
と
国
務
省
の
政
策
と
の
比
較
検
討
」
（
9
B
冨
岳
9

9
跨
①
即
8
『
日
簿
一
9
9
一
Ω
辱
N
ρ
這
合
謁
跨
匪
①
悶
o
置
o
矯
9
夢
①
U
①
冨
昌
日
①
旨
9
ω
鈷
8
）
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
文
書
に
は
日
付
が
な
い
が
、
こ
の
文
書
資
料
集
の
注
釈
に
は
一
九
四
五
年
七
月
三
十
日
の
国
務
省
幹
部
会
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た

覚
書
と
あ
り
、
こ
の
時
期
の
も
の
に
間
違
い
な
い
（
全
文
を
本
稿
の
付
録
と
し
て
最
後
に
訳
出
し
て
あ
る
）
。

　
ま
ず
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
、
「
無
条
件
降
伏
と
は
、
何
ら
の
契
約
的
要
素
を
含
ま
ぬ
一
方
的
な
降
伏
の
こ
と
だ
と
規
定
し
て
き
た
」

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
つ
い
て
は
「
日
本
国
及
び
日
本
国
政
府
に
対
し
て
降
伏
条
件
を
提
示
し
た

文
書
」
だ
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
「
受
諾
さ
れ
れ
ば
国
際
法
の
一
般
的
な
規
範
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

解
釈
さ
れ
る
べ
き
国
際
協
定
と
な
る
は
ず
」
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
降
伏
の
時
点
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
も
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
よ
る
日
本
の
降
伏
は
、
無
条
件
降
伏
で
は
な
い
、
と
の
認
識

を
明
確
に
有
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
本
国
政
府
は
、
こ
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
数
日
で
政
策
転
換
を

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
九
月
六
日
に
は
「
無
条
件
降
伏
を
基
礎
と
す
る
」
と
い
う
方
針
で
日
本
側
に
臨
む
よ
う
、
通
達
す
る
に
至
っ

　
　
　
　
　
（
9
）

た
こ
と
で
あ
る
。

　
先
の
よ
う
な
国
務
省
見
解
が
く
つ
が
え
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
五
年
九
月
六
日
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
す
る
統
合
参
謀
本
部
通
達



「
連
合
国
最
高
司
令
官
の
権
限
に
関
す
る
通
達
」
（
J
C
S
一
三
八
○
／
六
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
こ
の
通
達
の
第
一
項
に
は
『
わ
れ

わ
れ
と
日
本
と
の
関
係
は
、
契
約
的
基
礎
の
上
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
無
条
件
降
伏
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
』
と
明
記
さ
れ

て
い
る
」
。

　
江
藤
氏
は
、
こ
れ
は
「
い
う
ま
で
も
な
く
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
か
ら
の
逸
脱
」
で
あ
る
と
し
、
「
し
か
も
、
統
合
参
謀
本
部
は
な
ん
の
権

威
に
よ
っ
て
こ
の
通
達
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
下
達
し
た
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
江
藤
氏
の
主
張

に
つ
き
、
米
国
側
は
国
際
法
上
、
何
も
異
議
を
唱
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
政
府
内
で
も
疑
問
が
出
た
で
あ
ろ
う
が
、
明
確
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
批
判
し
た
の
は
、
当
時
、
民

間
に
あ
っ
た
石
橋
湛
山
で
あ
り
、
『
東
洋
経
済
新
報
』
（
一
九
四
五
年
九
月
二
十
二
日
号
）
に
こ
の
降
伏
は
無
条
件
降
伏
で
は
な
い
、

と
書
い
て
い
る
。

　
「
無
条
件
降
伏
と
聞
き
、
一
途
に
そ
れ
を
日
本
国
が
無
条
件
降
伏
し
た
も
の
と
即
断
し
、
国
全
体
の
活
気
が
連
合
国
に
握
ら
れ
た

か
の
如
く
に
お
の
の
」
い
て
い
る
人
が
多
い
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
無
条
件
降
伏
を
要
求
さ
れ
た
の
は
軍
隊
だ
け
で
、

日
本
の
降
伏
は
決
し
て
無
条
件
で
は
な
い
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
其
の
条
件
を
掲
記
し
て
い
る
。
此
の
事
は
…
…
九
月
二
日
の
調
印
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

書
に
よ
っ
て
更
に
確
認
さ
れ
た
。
…
…
何
処
に
も
日
本
国
が
無
条
件
降
伏
す
る
と
は
書
い
て
い
な
い
」
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
異
を
唱
え
て
い
た
石
橋
は
、
そ
の
後
、
蔵
相
と
し
て
G
H
Q
と
し
ば
し
ば
対
立
し
た
末
、
理
由
に
も
な
ら
な

い
理
由
で
公
職
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
そ
し
て
、
無
条
件
降
伏
と
の
解
釈
は
そ
の
後
、
教
育
・
宣
伝
と
検
閲
に
よ
っ
て
、
日
本
社
会
に
「
定
着
」
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
今

　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
三



　
　
　
　
占
領
下
に
お
け
る
憲
法
九
条
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
四

な
お
歴
史
教
科
書
の
多
く
が
無
条
件
降
伏
と
書
い
て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
。
ま
た
、
宣
伝
活
動
で
は
ラ
ジ
オ
番
組
「
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

相
箱
」
や
、
新
聞
記
事
の
「
太
平
洋
戦
争
史
」
が
こ
の
線
に
そ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
の
代
表
で
あ
る
。

第
三
節
憲
法
九
条
を
め
ぐ
る
諸
要
因

公
職
追
放
・
教
職
追
放
、
東
京
裁
判

　
憲
法
九
条
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
要
因
を
多
面
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
稿
で
は
検
閲
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
が
、
そ

れ
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
要
因
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
関
係
こ
そ
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
公
職
追
放
の
影
響
で
あ
る
。
こ
れ
が
憲
法
論
議
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
職
追
放
は
、
一
九
四
六
年
一
月
か
ら
四
八
年
五
月
ま
で
な
の
で
、
憲
法
制
定
の
時
期

は
こ
れ
と
す
っ
か
り
重
な
っ
て
お
り
、
公
職
追
放
が
政
治
家
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
学
者
に
つ
い
て
は
教
職
追
放
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
言
論
活
動
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ

る
。
憲
法
と
直
接
に
関
係
な
い
が
、
東
大
免
官
の
例
で
い
う
と
、
矢
部
貞
治
氏
は
自
発
的
に
退
官
し
た
し
、
神
川
彦
松
氏
が
東
大
を

追
わ
れ
て
い
る
。
他
に
横
田
喜
三
郎
氏
と
対
立
し
て
い
た
安
井
郁
氏
も
追
わ
れ
た
。
高
柳
賢
三
氏
も
、
不
適
格
と
は
さ
れ
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
氾
）

が
、
調
査
の
対
象
と
さ
れ
た
。
こ
う
み
て
く
る
と
、
教
職
追
放
が
国
公
立
大
学
の
学
者
の
言
動
に
及
ぽ
し
た
影
響
は
推
し
て
知
る
べ

し
だ
と
思
う
。
保
身
を
考
え
る
人
な
ら
批
判
的
な
発
言
は
控
え
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
他
方
で
は
、
次
の
よ
う
に
堂
々
と
正
論
を
吐
い
て
い
た
人
も
存
在
す
る
。
一
九
四
六
年
八
月
二
十
七
日
に
貴
族
院
で
、

南
原
繁
氏
は
、
憲
法
案
に
つ
き
「
独
り
上
よ
り
与
え
ら
れ
た
と
云
う
だ
け
で
な
し
に
、
或
い
は
外
よ
り
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か



と
云
う
印
象
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
憲
法
の
安
定
性
が
確
保
で
き
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
柳
賢
三
氏
も
九
月
十
三

日
に
貴
族
院
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
第
三
国
問
の
戦
争
に
な
る
と
、
中
立
国
は
そ
の
領
域
を
交
戦
国
に
利
用
さ
せ
な
い
防
止
義
務
を

負
う
が
、
「
武
力
を
全
然
放
棄
し
た
場
合
」
は
こ
の
義
務
を
果
た
せ
ず
、
「
日
本
が
戦
場
化
」
す
る
危
険
も
大
き
い
の
は
間
題
だ
、
と
。

　
こ
れ
ら
の
学
者
の
勇
気
あ
る
発
言
は
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
が
、
誰
も
が
こ
の
よ
う
な
発
言
を
不
安
な
く
で
き
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
九
四
六
年
五
月
か
ら
始
ま
り
、
四
八
年
十
一
月
に
判
決
の
出
た
東
京
裁
判
も
、
憲
法
に
影
を
落
と
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
か

ろ
う
。
「
日
本
は
こ
ん
な
悪
い
こ
と
を
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
何
を
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
諦
め
ム
ー
ド
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
「
二
度
と
戦
争
を
し
な
い
よ
う
に
」
と
、
第
九
条
の
擁
護
論
に
も
つ
な
が
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て

の
ま
と
ま
っ
た
考
察
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

第
四
節
　
G
H
Q
の
秘
密
検
閲

さ
て
、
中
心
論
点
で
あ
る
G
H
Q
の
検
閲
だ
が
、
秘
密
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
当
時
か
ら
漢
然
と
人
々
に
知
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
出
版
物
だ
け
で
は
な
く
、
私
信
の
検
閲
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
同
時
代
の
人
々

に
は
一
定
の
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
の
世
代
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
態
が
本
格
的
に
研
究
さ
れ
た
の
は
、

一
九
八
○
年
前
後
に
江
藤
淳
氏
が
一
連
の
著
作
を
発
表
し
は
じ
め
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
と
の
関
係
で
き
わ
め
て
重
要
な
の

は
、
検
閲
の
基
準
の
な
か
に
、
S
C
A
P
（
連
合
国
最
高
司
令
官
）
が
憲
法
を
起
草
し
た
こ
と
へ
の
批
判
は
許
さ
な
い
、
S
C
A
P

　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
五



　
　
　
　
占
領
下
に
お
け
る
憲
法
九
条
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
六

の
役
割
へ
の
言
及
や
批
判
も
一
切
認
め
な
い
、
と
い
う
項
目
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
点
で
は
、
二
〇
〇
四
年
に
西
修
『
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
第
三
部
で
G
H
Q
の
検
閲
の
う
ち

憲
法
に
関
連
す
る
実
例
が
多
く
紹
介
さ
れ
て
、
一
気
に
研
究
が
進
ん
だ
。
西
氏
の
右
の
著
書
で
は
、
例
え
ば
共
産
党
の
神
山
茂
夫
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
著
書
『
古
き
も
の
・
新
し
き
も
の
』
（
社
会
堂
旦
房
、
一
九
四
八
年
）
で
削
除
さ
れ
た
部
分
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
「
今
日
の
日
本
で
は
、
民
族
防
衛
の
た
め
の
正
義
の
戦
争
を
放
棄
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
同
志
野
坂
が
議
会
で
〔
共

産
〕
党
を
代
表
し
て
主
張
し
た
こ
と
は
、
実
は
こ
の
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
私
た
ち
の
意
見
は
入
れ
ら
れ
ず
、
今
日
み
る
よ

う
な
憲
法
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
、
国
民
多
数
の
支
持
に
よ
っ
て
、
こ
の
憲
法
の
条
項
が
あ
ら

た
め
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
」
。

　
こ
の
部
分
は
、
公
刊
さ
れ
た
書
物
で
は
、
す
っ
か
り
削
除
さ
れ
て
お
り
、
新
憲
法
に
対
す
る
批
判
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
表
面
か

ら
消
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
憲
法
の
内
容
や
草
案
作
成
過
程
へ
の
批
判
が
広
が
る
障
壁
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
こ
と
に
つ
い
て
は
筆
者
も
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
検
閲
に
関
連
し
て
多
少
、
別
の
間
題
を
と
り
あ
げ
た
い
。
こ
れ

ほ
ど
ま
で
に
重
要
で
あ
り
、
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
G
H
Q
の
秘
密
検
閲
が
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ

に
言
及
さ
れ
な
い
専
門
文
献
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
古
関
彰
一
氏
の
制
憲
史
の
研
究
（
前
掲
『
新
憲
法
の
誕
生
』
）
は
、
一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
文
庫
本
で
は
四
四
一
頁

に
も
な
る
厚
い
研
究
書
だ
が
、
そ
の
ど
こ
に
も
G
H
Q
の
検
閲
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
な
い
。
江
藤
氏
の
著
作
が
出
て
十

年
近
い
年
月
が
た
っ
て
お
り
、
古
関
氏
の
著
作
が
他
の
点
で
は
詳
細
を
き
わ
め
る
だ
け
に
、
今
日
読
む
と
不
自
然
な
印
象
が
否
め
な



い
。
古
関
氏
は
、
制
憲
史
を
考
え
る
上
で
、
検
閲
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
重
要
で
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
戦
後
の
「
言
論
の
自
由
」
に
の
み
言
及
し
、
そ
の
上
で
憲
法
を
論
じ
る
書
物
も
後
を
絶
た
な
い
。
例
え
ば
、
最
近
刊
行
さ

れ
た
愛
敬
浩
二
氏
の
『
改
憲
間
題
』
は
そ
の
一
冊
で
、
憲
法
「
押
し
つ
け
」
論
に
反
対
す
る
文
脈
の
な
か
で
、
占
領
軍
に
よ
り
言
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
自
由
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
だ
け
言
及
し
て
、
G
H
Q
の
秘
密
検
閲
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

　
具
体
的
に
は
作
家
・
高
見
順
氏
の
日
記
か
ら
、
一
九
四
五
年
九
月
三
十
日
の
次
の
記
述
を
引
い
て
い
る
。
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
V

が
…
…
新
聞
並
び
に
言
論
の
自
由
に
対
す
る
新
措
置
の
指
令
を
下
し
た
。
／
こ
れ
で
も
う
何
で
も
自
由
に
書
け
る
の
で
あ
る
！
」
と

い
う
部
分
で
あ
る
。

　
こ
の
高
見
氏
の
記
述
は
、
天
皇
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
並
ん
だ
写
真
を
め
ぐ
る
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
事
件
を
受
け
て
の
も
の
で
あ

る
。
当
時
、
G
H
Q
の
検
閲
と
並
行
し
て
、
日
本
政
府
の
内
閣
情
報
局
も
独
自
に
統
制
を
行
な
っ
て
い
た
。
訪
間
は
二
十
七
日
で
あ

っ
た
が
、
間
題
の
「
写
真
は
〔
日
本
の
〕
外
務
省
が
差
し
止
め
命
令
を
出
し
、
G
H
Q
は
二
十
八
日
付
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
な
い
の

で
事
情
を
知
っ
て
外
務
省
に
抗
義
し
、
そ
の
結
果
、
二
十
九
日
付
の
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
知
ら
な
い
〔
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

政
府
の
〕
情
報
局
が
発
禁
処
分
に
し
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
」
（
〔
〕
の
中
は
加
藤
の
補
足
）
。

　
こ
う
し
て
朝
日
、
毎
日
、
読
売
の
各
紙
が
い
っ
た
ん
発
禁
処
分
に
さ
れ
た
の
だ
が
、
新
聞
社
側
が
G
H
Q
に
事
情
を
説
明
す
る
と
、

G
H
Q
は
す
ぐ
こ
の
処
分
の
取
り
消
し
を
命
じ
た
。
そ
の
際
、
二
十
七
日
付
で
出
さ
れ
て
い
た
「
新
聞
及
言
論
ノ
自
由
ヘ
ノ
追
加
措

置
二
関
ス
ル
覚
書
」
を
公
表
し
、
そ
こ
で
、
戦
前
戦
中
の
言
論
報
道
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
た
十
二
の
法
規
を
事
実
上
失
効
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
高
見
順
氏
が
三
十
日
の
日
記
に
記
し
た
の
が
先
の
文
章
な
の
で
あ
り
、
戦
前
・
戦
中
の
言
論
統
制

　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
七



　
　
　
　
占
領
下
に
お
け
る
憲
法
九
条
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
八

か
ら
の
解
放
の
喜
び
の
声
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
僅
か
三
日
後
の
日
記
は
、
ま
っ
た
く
ト
ー
ン
を
異
に
し
て
い
る
。
「
東
洋
経
済
新
報
が
没
収
と
な
っ
た
。
…
…
ア
メ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

カ
が
我
々
に
与
え
て
く
れ
た
『
言
論
の
自
由
』
は
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
通
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
」
と
あ
る
。
こ

れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

　
十
月
三
日
付
の
朝
日
新
聞
に
は
「
東
洋
経
済
新
報
押
収
」
と
の
見
出
し
の
下
、
次
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
聯
合
軍
司
令
部

は
現
在
市
中
に
出
て
ゐ
る
東
洋
経
済
新
報
九
月
二
十
九
日
号
を
即
時
全
部
没
収
す
る
や
う
命
令
し
た
、
こ
れ
は
同
誌
に
掲
載
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ゐ
る
米
軍
占
領
に
対
す
る
日
本
人
の
反
響
に
関
す
る
記
事
が
占
領
軍
の
利
害
に
反
す
る
と
の
理
由
に
基
く
腱
置
で
あ
る
」
。

　
問
題
の
記
事
は
、
『
東
洋
経
済
新
報
言
論
六
十
年
』
に
全
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
進
駐
米
軍
の
暴
行
」
と
い
う
文
章
が
そ
れ
で
、

「
比
較
的
少
数
」
な
が
ら
進
駐
軍
の
「
不
良
兵
卒
」
が
「
乱
暴
」
を
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
米
国
は
「
日
本
に
平

和
思
想
を
植
え
付
け
る
使
命
を
果
た
そ
う
と
」
し
て
い
る
が
、
「
そ
れ
に
は
米
軍
乃
至
米
国
自
体
が
そ
の
使
命
に
応
は
し
き
行
為
者

た
る
こ
と
が
肝
要
だ
」
と
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
「
米
国
は
曽
て
無
謀
な
移
民
法
の
制
定
に
依
り
、
日
本
の
平
和
主
義
者
を
打

倒
し
、
軍
国
主
義
者
の
拾
頭
を
促
し
た
、
今
次
の
極
東
戦
争
は
菰
に
其
の
遠
因
の
一
が
存
す
る
。
之
は
米
人
自
身
の
認
め
る
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

だ
。
切
に
同
国
朝
野
の
反
省
を
希
望
す
る
所
で
あ
る
」
。

　
高
見
順
氏
が
、
言
論
の
自
由
は
「
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
通
用
し
な
い
」
と
書
い
た
の
は
、
こ
う
い
う
言
論
が
封
じ
ら
れ
る
こ
と

を
さ
し
て
の
感
慨
で
あ
る
。
右
の
文
章
は
『
石
橋
湛
山
全
集
』
に
も
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
石
橋
が
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
石
橋
は
、
同
年
九
月
一
日
号
で
は
「
五
事
の
御
誓
文
と
欽
定
憲
法
と
に
帰
れ
」
と
題
し
て
こ
う
書
い
て
い
る
。



　
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
で
英
米
中
の
三
国
は
、
「
日
本
政
府
は
国
内
に
お
け
る
民
主
主
義
的
傾
向
の
復
活
に
対
す
る
い
っ
さ
い
の
障
害
を

除
去
し
、
言
論
、
信
教
、
思
想
の
自
由
を
確
立
し
、
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
べ
し
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
の
条
件
が
「
思
想
的
あ
る

い
は
政
治
的
に
わ
が
国
に
干
渉
す
と
思
わ
れ
る
」
所
以
だ
が
、
こ
れ
ら
は
「
日
本
建
国
の
根
本
主
義
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
」
。

列
挙
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、
「
わ
が
欽
定
憲
法
の
と
く
に
重
き
を
置
い
て
定
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
い
ま
さ
ら
三
国
に
指
摘

せ
ら
れ
る
ま
で
も
な
い
」
。
「
わ
が
国
の
政
治
の
精
神
あ
る
い
は
国
民
思
想
に
干
渉
す
と
な
す
こ
と
は
無
用
の
杞
憂
」
で
あ
る
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

「
日
本
国
民
は
速
か
に
五
事
の
御
誓
文
と
欽
定
憲
法
と
に
帰
れ
」
と
書
い
て
い
る
。

　
右
の
論
説
は
、
憲
法
改
正
の
議
論
が
高
ま
る
ず
っ
と
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
G
H
Q
の
秘
密
検
閲
が
始
ま
る
以
前
の
も

の
だ
が
、
こ
う
い
う
言
論
が
封
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
無
視
し
て
、
憲
法
制
定
の
経
緯
を
論
じ
る
の
は
邪
道
だ
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

パ パ パ321）））

（
4
）

（
5
）

　
　
注

　
高
柳
賢
三
ほ
か
編
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
1
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
、
四
一
二
頁
以
下
。

　
同
右
、
九
八
～
一
〇
一
頁
。

　
い
ろ
い
ろ
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
最
も
新
し
い
も
の
か
ら
引
い
た
。
鈴
木
昭
典
『
日

本
国
憲
法
を
生
ん
だ
密
室
の
九
日
間
』
（
創
元
社
、
一
九
九
五
年
）
、
一
二
五
頁
。

　
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
の
存
在
は
当
初
、
明
ら
か
で
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
点
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
た
時
点
で
議
論
に
な
っ
て
い

て
も
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
前
後
の
解
釈
論
を
調
べ
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
本
稿
執
筆
の
時
点
で
は
十
分
な
こ
と
が
で
き
な
い

で
い
る
。

　
西
修
氏
は
長
年
、
こ
の
点
の
調
査
を
重
ね
、
そ
の
集
大
成
が
『
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
の
研
究
』
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
の
第
一

東
洋
　
法
　
学

二
七
九
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占
領
下
に
お
け
る
憲
法
九
条
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
○

部
、
第
二
部
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戦
争
放
棄
条
項
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
文
献
で
あ
る
佐
々
木
高
雄
『
戦
争
放
棄
条
項
の
成

立
経
緯
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
も
西
説
を
支
持
し
て
い
る
。

　
古
関
彰
一
『
新
憲
法
の
誕
生
』
（
初
出
、
一
九
八
九
年
）
（
中
央
公
論
社
、
中
公
文
庫
、
一
九
九
五
年
）
、
三
一
四
頁
以
下
。

　
佐
瀬
昌
盛
「
『
集
団
的
自
衛
権
』
を
ど
う
行
使
す
る
か
」
（
『
諸
君
』
二
〇
〇
六
年
五
月
号
）
。

　
江
藤
淳
『
忘
れ
た
こ
と
と
忘
れ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
』
（
初
出
、
一
九
七
九
年
）
、
文
藝
春
秋
、
文
春
文
庫
版
、
一
九
九
六
年
、
特
に
同

書
中
の
「
戦
後
の
再
検
討
」
が
詳
し
い
。
こ
こ
で
の
要
約
は
主
に
、
一
九
三
～
一
九
四
頁
に
よ
る
。

　
同
、
一
九
六
頁
。

　
石
橋
湛
山
「
週
間
寸
言
」
『
石
橋
湛
山
全
集
』
第
十
三
巻
、
三
六
頁
。

　
詳
し
く
は
、
加
藤
秀
治
郎
『
憲
法
改
革
の
政
治
学
』
（
増
補
改
訂
版
、
一
藝
社
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
三
六
頁
。

　
秦
郁
彦
「
教
職
追
放
」
（
同
『
昭
和
史
の
謎
を
追
う
』
下
巻
、
文
藝
春
秋
、
一
九
九
三
年
）
二
四
一
頁
以
下
。

　
西
修
、
前
掲
書
（
注
5
）

　
加
藤
秀
治
郎
、
前
掲
書
（
注
1
1
）
、
九
九
頁
以
下
。

　
愛
敬
浩
二
『
改
憲
間
題
』
（
筑
摩
書
房
、
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
六
年
）
、
四
五
頁
。

　
高
見
順
『
敗
戦
日
記
』
（
初
出
、
一
九
五
九
年
）
（
中
央
公
論
新
社
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
三
六
六
頁
。

　
熊
倉
正
弥
『
言
論
統
制
下
の
記
者
』
朝
日
新
聞
社
、
朝
日
文
庫
、
一
九
八
八
年
、
一
五
〇
頁
。
な
お
、
松
浦
総
三
『
占
領
下
の
言
論

弾
圧
』
（
増
補
決
定
版
、
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出
版
会
、
一
九
七
四
年
）
の
五
一
～
五
二
頁
の
記
述
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
混
乱

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
高
見
順
、
前
掲
書
（
注
1
6
）
、
三
六
九
頁
。

　
朝
日
新
聞
、
一
九
四
五
年
十
月
三
日
付
。

　
石
橋
湛
山
『
石
橋
湛
山
全
集
』
（
第
十
三
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
〇
年
）
、
一
四
～
一
五
頁
。

　
同
「
更
生
日
本
の
針
路
e
i
五
事
の
御
誓
文
と
欽
定
憲
法
と
に
帰
れ
」
（
小
倉
政
太
郎
編
『
東
洋
経
済
新
報
言
論
六
十
年
』
東
洋
経

済
新
報
社
、
一
九
五
五
年
）
、
二
八
九
～
二
九
二
頁
。



　
　
　
【
付
録
・
資
料
】

国
務
省
覚
書
「
一
九
四
五
年
七
月
二
十
六
日
の
宣
言
と
国
務
省
政
策
と
の
比
較
検
討
」

（
O
。
B
b
畳
ω
g
9
浮
①
汐
8
一
鱒
目
＆
g
。
二
巳
賓
N
ρ
一
。
臨
≦
酵
9
。
勺
。
一
冨
9
跨
の
u
Φ
冨
旨
馨
旨
。
｛
ω
§
Φ
）

　
《
訳
者
ま
え
が
き
》
　
テ
キ
ス
ト
は
次
の
も
の
に
よ
っ
た
。
肉
ミ
鳴
斜
ミ
肉
無
＆
ご
§
黛
覧
書
q
ミ
外
＆
蟄
§
貸
S
壽
9
慧
下

§
R
勲
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ミ
N
き
国
漣
黛
（
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
外
交
関
係
文
書
二
九
四
五
年
・
ベ
ル
リ
ン
会
議
』
）
＜
9
戸
≦
霧
匡
鑛
8
巳

d
巳
け
8
印
簿
8
0
0
＜
Φ
旨
ヨ
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旨
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ぎ
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鑛
○
建
o
ρ
一
。
①
ρ
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●
嵩
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P
資
料
ナ
ン
バ
ー
は
一
二
五
四
。
「
日
付
な
し
」

と
の
記
載
が
あ
る
が
、
同
資
料
集
の
注
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
極
東
ア
ジ
ア
局
で
準
備
さ
れ
た
こ
の
覚
書
は
、
七

月
三
十
日
の
第
一
五
二
回
国
務
省
幹
部
会
（
ω
Φ
R
Φ
9
蔓
、
ω
ω
什
緯
鴎
O
o
日
旨
詳
8
）
で
検
討
さ
れ
た
。
第
一
五
一
回
同
幹
部
会
の

議
事
録
に
添
付
さ
れ
て
い
る
」
。
な
お
、
訳
文
中
〔
〕
の
中
の
語
句
は
訳
者
（
加
藤
）
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

国
務
省
覚
書
コ
九
四
五
年
七
月
二
十
六
日
の
宣
言
と
国
務
省
政
策
と
の
比
較
検
討
」

1
　
〔
検
討
す
べ
き
〕
間
題

　
一
九
四
五
年
七
月
二
十
六
日
の
宣
言

　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学

〔
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
〕

は

国
務
省
の
〔
こ
れ
ま
で
の
〕

政
策
と
ど
の
程
度
、
一
貫
し
て
い
る

　
　
　
　
　
二
八
一



　
　
　
　
占
領
下
に
お
け
る
憲
法
九
条
の
成
立

（
8
昌
ω
一
ω
8
算
）
の
か
。

二
八
二

n
　
検
　
　
討

　
一
、
同
宣
言
は
日
本
（
第
一
項
）
お
よ
び
日
本
国
政
府
（
第
一
三
項
）
に
向
け
て
示
し
た
諸
条
件
に
つ
い
て
の
声
明
文
で
あ
り
、

そ
れ
が
受
諾
さ
れ
た
場
合
に
は
国
際
法
の
一
般
規
範
に
則
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
際
協
定
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
国

際
法
で
は
、
国
際
協
定
の
中
の
不
明
確
な
条
件
は
、
そ
の
協
定
を
受
諾
し
た
国
に
有
利
に
解
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
。
協
定
を
提
案
し

た
国
は
、
そ
の
意
図
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
参
照
、
頃
零
毒
こ
菊
8
臼
8
戸
∪
富
｛
け
0
9
＜
9
賦
9
9
↓
お
簿
一
霧
”

』
§
ミ
魯
§
む
ミ
ミ
ミ
皇
』
ミ
恥
§
§
§
ミ
ト
9
婁
ω
后
P
お
。
。
9
ぎ
言
。
”
P
譲
ピ
そ
こ
に
は
幾
つ
か
の
仲
裁
判
断
四
≦
巽
α
が
引

か
れ
て
い
る
。
）

　
〔
従
来
の
〕
国
務
省
の
政
策
に
お
い
て
は
、
無
条
件
降
伏
と
は
、
契
約
の
要
素
を
な
ん
ら
含
ま
な
い
一
方
的
降
伏
を
意
図
す
る
も

の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

　
二
、
同
宣
言
が
想
定
す
る
契
約
と
し
て
の
性
質
か
ら
し
て
、
ま
た
第
二
二
項
に
あ
る
「
誠
意
」
（
讐
＆
胤
巴
島
）
へ
の
言
及
か
ら
し

て
、
示
唆
さ
れ
る
の
は
、
条
件
の
遂
行
が
あ
る
程
度
、
日
本
政
府
の
誠
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
〔
従
来
の
〕
国
務
省
の
政
策
で
は
、
最
初
の
段
階
で
は
日
本
当
局
の
誠
意
に
か
か
わ
り
な
く
、
連
合
軍
が
全
て
の
要
求
を
遂
行
す

る
も
の
と
し
て
い
た
。

　
三
、
同
宣
言
で
は
、
無
条
件
降
伏
は
「
全
日
本
軍
」
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。



　
　
〔
そ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
〕
国
務
省
の
政
策
は
、
無
条
件
降
伏
を
日
本
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
〔
日

本
の
〕
軍
隊
だ
け
で
な
く
、
天
皇
お
よ
び
政
府
、
国
民
に
も
〔
無
条
件
降
伏
が
〕
及
ぶ
も
の
と
し
て
い
た
。
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

て
も
連
合
国
が
政
策
遂
行
の
た
め
ふ
さ
わ
し
い
と
し
た
行
為
に
は
、
全
て
の
人
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。

　
四
、
同
宣
言
第
一
〇
項
お
よ
び
第
一
三
項
に
お
け
る
「
日
本
国
政
府
」
に
関
す
る
言
及
の
み
な
ら
ず
、
上
記
の
二
と
三
で
の
記
述

か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
受
諾
す
る
場
合
に
は
、
〔
日
本
〕
政
府
が
誠
意
を
持
っ
て
条
件
を
遵
守
す
る
限
り
、
日
本
政
府
は
存
続

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
解
釈
は
、
「
軍
国
主
義
に
凝
り
固
ま
っ
た
助
言
者
」
（
第
四
項
）
と
日
本
の
「
無

責
任
な
軍
国
主
義
」
（
第
五
項
〔
資
料
集
原
注
－
第
六
項
の
誤
り
〕
）
の
排
除
へ
の
言
及
か
ら
し
て
、
確
実
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の

条
件
は
日
本
の
現
政
府
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
さ
ら
に
同
宣
言
第
二
二
項
〔
第
一
二
項
の
誤
り
1
訳
者

注
〕
で
は
、
「
日
本
国
民
の
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
、
平
和
的
で
信
頼
し
う
る
政
府
が
樹
立
」
さ
れ
る
ま
で
、
特
定
の
地
点
で
占
領
を

続
け
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
条
項
は
、
こ
の
条
件
を
受
け
入
れ
た
〔
日
本
の
当
該
〕
政
府
は
直
ち
に
辞
職
し
、
ま
た
、

条
件
で
示
さ
れ
た
目
的
が
達
成
さ
れ
、
「
平
和
的
で
信
頼
で
き
る
政
府
」
が
選
挙
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
る
ま
で
、
占
領
軍
に
日
本
の

，
統
治
を
委
ね
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
天
皇
は
同
宣
言
の
条
件
を
受
諾
し
、
引
き
続
き
在
位
し
う

る
が
、
天
皇
の
軍
事
的
助
言
者
全
員
を
直
ち
に
罷
免
し
、
日
本
の
政
体
（
8
話
窪
葺
δ
昌
）
を
民
主
化
し
、
選
挙
を
準
備
し
、
そ
の
結

果
に
し
た
が
っ
て
政
府
を
任
命
し
、
そ
の
政
府
が
同
宣
言
の
条
件
を
遂
行
す
る
よ
う
、
監
督
す
る
こ
と
も
ま
た
、
意
昧
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
〔
そ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
〕
国
務
省
の
政
策
で
は
、
目
的
を
達
成
す
る
ま
で
連
合
諸
国
政
府
が
日
本
統
治
の
全
権
を
有
す
る
も

　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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三
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領
下
に
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憲
法
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条
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の
と
、
さ
れ
て
い
た
。

　
五
、
無
条
件
降
伏
が
日
本
軍
に
限
定
さ
れ
（
第
一
三
項
）
、
ま
た
、
日
本
国
政
府
が
存
続
し
、
条
件
を
遂
行
す
る
責
任
を
負
っ
て
い

る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
（
第
一
〇
項
と
第
二
二
項
）
こ
と
か
ら
し
て
、
連
合
国
側
が
指
定
し
た
地
点
で
の
占
領
は
（
第
七
項
）
、

日
本
国
政
府
に
圧
力
を
か
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
大
部
分
に
つ
い
て
〔
占
領
国
が
〕
軍
政
を
し
く
可
能
性
を
予
想
し
て

い
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
確
定
的
で
は
な
い
。
上
記
四
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
宣
言
は
、
信
頼
で
き
る
新
政
府

が
樹
立
さ
れ
る
ま
で
、
日
本
国
政
府
が
一
時
的
に
排
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
占
領
地
域
の
数
は
限
定
さ
れ
て

い
な
い
。
十
分
な
数
の
地
点
で
こ
の
よ
う
な
占
領
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
日
本
全
体
を
効
果
的
に
支
配
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ

ゆ
え
日
本
全
体
を
軍
政
下
に
お
く
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
同
宣
言
で
述
べ
ら
れ
た
条
件
の
多
く
は
、
i

例
え
ば
日
本
軍
の
全
面
的
武
装
解
除
（
第
九
項
）
、
戦
争
犯
罪
人
の
逮
捕
（
第
一
〇
項
）
、
民
主
的
傾
向
と
民
主
的
政
府
の
強
化
（
第

一
〇
項
お
よ
び
第
二
一
項
）
、
言
論
、
宗
教
、
思
想
の
自
由
、
人
権
の
尊
重
の
確
立
（
第
一
〇
項
）
、
公
正
な
る
実
物
賠
償
の
取
り
立

て
（
第
一
一
項
）
、
日
本
の
産
業
の
非
軍
事
化
（
第
一
一
項
）
、
日
本
に
よ
る
原
材
料
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
防
止
（
第
一
一
項
）
ー

連
合
軍
当
局
に
よ
る
日
本
全
土
の
直
接
統
治
に
よ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
達
成
し
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
国
務
省
の
政
策
は
こ
の
よ
う
な
直
接
統
治
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
単
に
日
本
国
政
府
に
影
響
力
を
行
使
す
る
に
留
ま
ら
な

い
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
六
、
上
記
の
五
の
条
件
は
、
地
点
を
限
定
し
た
も
の
で
あ
れ
日
本
全
土
の
占
領
で
あ
れ
、
同
宣
言
が
企
図
す
る
軍
事
的
占
領
は
、

戦
争
法
の
意
味
す
る
占
領
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
解
釈
は
確
定
的
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
占
領
は
、
治
安
の



維
持
、
占
領
軍
の
安
全
の
確
保
、
占
領
区
域
に
現
存
す
る
諸
法
律
の
枠
内
で
の
敵
国
〔
日
本
〕
政
府
の
政
治
的
活
動
に
対
す
る
影
響

力
の
行
使
と
い
う
、
限
定
的
な
目
的
だ
け
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
五
で
述
べ
ら
れ
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
目
的
は
、
こ
の
範

囲
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
占
領
は
日
本
国
政
府
が
目
的
を
遂
行
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
る
た
め
に
な
さ
れ
る
と

考
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
占
領
自
体
が
通
常
の
軍
事
的
占
領
よ
り
、
ず
っ
と
大
き
な
権
限
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
か
、
い
ず

れ
か
と
な
る
。

　
〔
そ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
〕
国
務
省
の
政
策
で
は
、
無
条
件
降
伏
と
は
、
連
合
国
軍
が
一
時
的
に
日
本
国
政
府
の
全
権
限
を
行

使
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
占
領
軍
は
戦
時
法
が
定
め
る
軍
事
的
占
領
者
の
権
限
を
越
え
る
行
使
が
容
認
さ
れ
る

と
し
て
い
た
。

　
七
、
同
宣
言
で
は
、
日
本
の
主
権
は
日
本
の
主
要
な
四
つ
の
島
、
「
お
よ
び
連
合
国
が
定
め
る
諸
小
島
に
制
限
さ
れ
る
」
（
第
八
項
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
宣
言
は
、
琉
球
お
よ
び
千
島
列
島
を
「
諸
小
島
」
だ
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
日
本
の
主
権
を
排
除
す
る

意
図
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
同
宣
言
で
は
、
「
小
島
」
と
呼
ぶ
に
は
無
理
の
あ
る
サ
ハ
リ
ン
南
部
に
対
す
る
日
本
の
主
権
の

排
除
を
意
図
し
て
い
る
、
と
考
え
る
根
拠
の
方
が
大
き
い
。

　
〔
そ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
〕
国
務
省
の
政
策
は
こ
れ
ら
三
つ
の
地
域
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
日
本
の
主
権
の
排
除
に
賛
成
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
八
、
同
宣
言
で
は
、
「
連
合
軍
側
の
捕
虜
を
虐
待
し
た
者
を
含
む
、
一
切
の
戦
争
犯
罪
人
は
厳
正
に
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
は
、
「
戦
争
犯
罪
人
」
を
戦
争
法
の
侵
害
に
限
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
日

　
　
　
　
東
洋
法
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に
お
け
る
広
義
の
「
戦
争
犯
罪
人
」
と
い
う
言
葉
の
通
常
の
用
い
方
か
ら
し
て
、
ま
た
コ
切
の
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と

か
ら
し
て
も
、
こ
の
説
明
は
ほ
と
ん
ど
支
持
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
説
明
は
、
戦
争
犯
罪
人
が
ど
の
よ
う
な

類
の
人
か
を
指
し
示
す
言
葉
が
使
わ
れ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
一
般
市
民
が
特
に
関
心
を
持
つ
〔
捕
虜
に
対
す
る
虐
待
者
な
ど
〕
あ
る
種

の
戦
争
犯
罪
人
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
得
心
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
が
選
ば
れ
て
い
る
。

　
〔
そ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
〕
国
務
省
の
政
策
は
、
侵
略
の
開
始
に
責
任
の
あ
る
者
を
含
む
、
広
義
の
戦
争
犯
罪
人
を
想
定
し
て

い
た
。

　
九
、
武
装
解
除
、
再
教
育
、
賠
償
、
経
済
政
策
に
関
し
て
は
、
同
宣
言
の
条
項
と
〔
従
来
の
〕
国
務
省
の
政
策
の
間
に
矛
盾
は
存

在
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
連
合
国
軍
に
よ
っ
て
着
手
遂
行
さ
れ
る
に
し
て
も
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
着
手
遂
行
さ
れ
る
に
し
て

も
、
忠
実
に
実
行
さ
れ
る
が
、
若
干
の
変
更
が
必
要
な
の
は
間
違
い
な
い
。

皿
　
結
　
　
論

　
一
、
同
宣
言
の
諸
条
件
か
ら
し
て
、
日
本
が
同
宣
言
を
受
諾
す
る
な
ら
ば
、
〔
従
来
の
〕
国
務
省
の
政
策
の
い
く
つ
か
を
修
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
特
に
無
条
件
降
伏
の
解
釈
と
適
用
に
関
し
て
は
、
そ
う
で
あ
る
。

　
二
、
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
条
項
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
の
た
め
日
本
が
受
諾
し
た
場
合
に
は
将
来
、
論
議
を
引
き
起
こ
す

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。



〔添付資料　Attac㎞ent〕

1945年7月26日の対日宣言と〔従来の〕国務省の政策との比較

東

洋

法

学

八
七

1．無条件降伏

2．条件（tems）

3　日本における連合

国の法的権限

4．日本政府

5．天皇

〔ポッダム〕宣言

「全日本国軍隊の無条

件降伏」

日本国は提示された条

件を基礎として、この

戦争を終結させる機会

を与えられる。

占領された場合の日本

での明示された項目。

それらの項目以外につ

いての権限は不確定な

ままである。

日本政府の地位は不明

確なままにされてい

る。存在し続け、一定

の機能を遂行するもの

とされているのは明臼

である（第10項）。

言及なし。天皇の退位

については要求として

明記されていないの

で、在位してよいとも

推定されうる。

国務省の政策

日本国の無条件降伏

一政府および軍隊

日本国は連合国から出

されるすべての命令

（directives）に従わな

ければならない。　しか

しながら連合国は予

め、日本国に関する基

本政策を公表しておく

べきである。

連合国は日本国政府に

取って代わり、最高権

力（supreme　autho－

rity）を掌握する。

日本政府の全権限が連

合国に移譲される。行

政の機構と大半の機関

は連合国の指揮監督の

下に職務を果たすもの

とされる。

天皇は日本国の無条件

降伏に署名し、それを

公表するものとされて

いる。その権限は連合

国に移譲される。天皇

は保護検束（protec－

tivecustody）される

ものとされている。



6．〔占領の〕目的

7　〔占領〕目的の実施

方法

8．経済的条項

9　〔日本側の〕領土の

喪失（10ss）

10．占領軍の撤退

無責任な軍国主義と日

本国の戦争遂行能力の

破壊。言論、信教、思

想の自由および基本的

人権尊重の確立。平和

を志向する責任ある政

府の樹立。

不明確である。日本国

政府は連合国の要求に

つき、その幾つか、お

そらくは、そのすべて

を実施する責任があ

る。「条件」（terms）の

幾つかは、連合国当局

が直接的に実施する必

要があろう。

日本国は日本経済を維

持し、賠償を支払うに

必要な産業を維持す

る。産業は非軍事化さ

れなければならない。

カイロ宣言〔にある通

り〕。日本の主権は〔本

州、北海道、九州、四

国という〕四つの島と

「われらが決定する諸

小島」に限定される。

連合国の明示された

〔占領〕目的が達成さ

れ、平和を志向する責

任ある政府が樹立され

次第〔撤退する〕。

重要な相違はない。

日本における連合国政

府が自らその要求を実

施に移す。

重要な相違はない。

カイロ宣言以外には国

務省の政策はない。

確たる規定はなされて

いない。

占
領
下
に
お
け
る
憲
法
九
条
の
成
立

㌧
又
ノ
ノ


